
厚生委員会情報連絡 

令和３年４月１９日 

情報連絡事項 頁 

（１）拡大読書器の設置について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

（２）重度障がい者緊急通報システムの変更について ・・・・・・・・・・・・・・３

（３）障がい者（児）等への日常生活用具給付事業の品目追加について ・・・・・・４

（４）「発達障がい者企業向けパンフレット」の配付について ・・・・・・・・・・５

（５）特例貸付（緊急小口資金等）の申請受付期間の延長、償還免除の取り扱いに

ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

（福 祉 部） 



厚生委員会情報連絡一覧表 

件  名 内  容 
日時及び 

場所 
ＰＲの方法 

１ 拡大読書器の

設置について 

所管課 

【障がい福祉課】 

視覚障がい者の方の窓口で書類を記入する

際の負担軽減を図るため、障がい福祉課窓口

に拡大読書器を設置する。 

１ 設置場所及び台数 

（１）障がい福祉課   １台 

（２）障がい福祉課出先援護係  各１台 

（千住、東部、西部、北部援護係） 

計５台 

２ 設置時期 

  令和３年５月 

３ 拡大読書器の特徴 

・ 文字の拡大（低倍率～高倍率）

・ 表示画面の白黒反転等

・区ホームペー

ジ、ＳＮＳで

の周知

・視覚障がい者

団体への説明
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厚生委員会情報連絡一覧表 

件  名 内  容 
日時及び 

場所 
ＰＲの方法 

２ 重度障がい

者緊急通報シ

ステムの変更

について 

所管課 

【障がい福祉課】 

 重度障がい者緊急通報システムの利用登録に

おいては、緊急時に駆け付け等を担う協力員を

障がい者自ら指定することが必要であった。 

令和３年４月より、民間警備会社を活用する

ことで協力員の指定を不要とし、利用登録しや

すいものに変更する。 

１ 概要 

 重度身体障がい者において家庭内で不測の

事態が発生したとき、携帯型のプッシュボタ

ン式通信機器を用いて通報する。 

  通報を受けた者が重度身体障がい者の自宅

に駆け付け、緊急対応等を行う。 

２ 変更内容 

内 容 変更前 変更後 

協力員 要 不要 

通報先 
消防庁 

→協力員
警備会社 

緊急対応 協力員 警備会社 

生体リズムセンサー※ 無 有 

利用者負担 無 無 

※ トイレのドア等に設置し、２４時間

反応がない場合に自動通報する機器 

・区ホームぺー

ジ、あだち広

報に掲載予定
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厚生委員会情報連絡一覧表 

件  名 内  容 
日時及び 

場所 
ＰＲの方法 

３ 障がい者（児）

等への日常生活

用具給付事業の

品目追加につい

て 

所管課 

【障がい福祉課】 

在宅障がい者（児）等の日常生活を容易に

するための日常生活用具給付事業に、地上デ

ジタル放送受信ラジオを追加し、支給を開始

した。 

１ 目的 

（１）情報収集支援

多くの区民が情報収集の手段とする地上

デジタルテレビ放送を、視覚障がい者もラ

ジオで受信・聴取できる。 

（２）災害時支援

災害等で停電が発生した場合でも、多く

の区民と同じ情報を収集できる。 

２ 追加品目 

  地上デジタル放送受信ラジオ 

※ 分類…情報・意思疎通支援用具

３ 対象者 

原則として学齢児以上の身体障がい者（児）

で、視覚障がいの程度が１級又は２級の者 

※ 対象者…１，０８５名

４ 基準額 

２９，０００円 

５ 耐用年数 

  ５年 

６ 見込額 

  ６，２９３千円 

（@29,000円×1,085人×0.2） 

※ 他区の支給状況から、対象者の２０％が

申請すると想定。 

７ 支給開始日 

  令和３年４月１日（木） 

・あだち広報、

区ホームペー

ジ等での周知

・視覚障がい者

団体への説明
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厚生委員会情報連絡一覧表 

件  名 内  容 
日時及び

場所 

ＰＲの 

方法 

４ 「発達障がい

者企業向けパ

ンフレット」の

配付について

所管課 

【障がい福祉セン

ター】 

発達障がい者の理解と雇用促進を図るため、仕事での

配慮等をまとめた啓発パンフレットを別紙資料のとお

り作成したので、配付する。 

１ 目的 

（１）発達障がい者の雇用促進

（２）発達障がい者の障がい特性の理解と職場定着

２ 対象企業 

（１）これから発達障がい者を雇用する企業

（２）発達障がい者を雇用している企業

３ 発行部数 

  １５００部（次期の雇用率改正まで約５年分） 

４ 配付先 

（１）企業（上記２の対象企業）

（２）関係機関

・ 東京都発達障害者支援センター

・ ハローワーク足立

・ 就労移行支援事業所  （１４ヶ所） 

・ 就労定着支援事業所  （１０ヶ所） 

・ 就労継続支援Ａ型事業所（９ヶ所）

ＨＰ・ 

ＳＮＳで

周知す

る。 

849 

598 

324 

568 

276 

157 88 52 21 21 
75 

5



厚生委員会情報連絡一覧表

件  名 内  容 
日時及び 

場所 
ＰＲの方法 

５ 特例貸付（緊

急小口資金等）

の申請受付期間

の延長、償還免

除の取り扱いに

ついて 

 所管課 

【足立区社会福祉

協議会】 

【福祉管理課】 

１ 緊急小口資金、総合支援資金（初回貸付、
再貸付）の特例貸付についての申請受付期間 

  令和３年６月末日まで延長 

２ 総合支援資金の償還免除要件 

（１）初回貸付分は、緊急小口資金と同様、令

和３年度または４年度のいずれかが住民

税非課税（※）である場合、一括して償還

免除を行う。 

（２）延長貸付分は、令和５年度が住民税非課

税（※）である場合、一括して償還免除を

行う。

（３）再貸付分は、令和６年度が住民税非課

税（※）である場合、一括して償還免除を

行う。

（※） 住民税非課税を確認する対象は、借受 

人及び世帯主とする。 

・公社ニュース
「トキメ

キ」、
社 協 ホ ー ム
ページに掲載
するとともに
民生・児童委

員協議会に情
報提供する。

・くらしとしご
との相談セン

ターにチラシ
を設置する。
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